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議会運営委員会会議録 

令和３年２月２５日（木） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１０：２２ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 会期及び会議予定について 

４ 予算特別委員会の設置について 

（１）名称：令和３年度一般会計予算特別委員会 

（２）定数：１１人 

（３）人選届出期限：３月２日（火）午後５時 

（４）設 置 時 期：３月４日（木）定例会初日 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願の提出締切日について 

（１）一般質問通告締切日        ２月２６日（金）午後５時 

（２）代表質問通告締切日        ２月２６日（金）午後５時 

（３）議案に対する質疑通告締切日    ３月 ５日（金）午後５時 

（４）意見書案・請願提出締切日     ３月 ５日（金）午後５時 

６ 陳情の取り扱いについて 

（１）陳情第９号 保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進では 

なく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書 

の提出を求める陳情 

 

○委員長 

 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。「議会の運営について」、「議長の諮問につ

いて」及び「議会の会議規則、委員会に関する条例等について」、以上３件を一括議題といたし

ます。令和３年度第２回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

 予算関係の議案から、ご説明します。「議案第３号 令和２年度飯塚市一般会計補正予算（第

１４号）」の提案を予定しておりましたが、急遽、福岡県知事の辞職に伴います「福岡県知事選

挙の執行経費」の補正予算を調製し、専決させていただく必要が生じましたので、予定してい

た「議案第３号 令和２年度飯塚市一般会計補正予算（第１４号）」は県知事選挙にかかる補正

予算を専決した後、専決した補正予算の承認議案と併せて、改めて補正予算（第１５号）とし

て追加議案を提出させていただきご審議をお願いしたいと考えておりますことから、今回の議

案第３号は欠番とさせていただきます。 

それでは、「議案第４号 令和２年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号）」につきまし

ては、「令和２年度補正予算資料」をお願いいたします。 

３ページをご覧ください。今回の補正につきましては、表の下の方に記載しておりますよう

に、国の補正予算の関連事業にかかる経費を補正するものでございます。企業会計の下水道事
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業会計で１２億２７５７万９千円を追加するものでございます。４ページ以降に、補正予算の

概要等について記載いたしております。内容の説明は、省略させていただきます。 

続きまして、「議案第５号 令和３年度飯塚市一般会計予算」から「議案第１９号 令和３年

度飯塚市立病院事業会計予算」までの令和３年度予算関連議案について、一括してご説明いた

します。「令和３年度当初予算資料」をお願いいたします。 

３ページをご覧ください。予算額につきまして、一般会計で７５６億２７００万円を計上い

たしております。前年度比で６６億３１００万円、率にして９．６％の増となっており、重要

施策「新型コロナウイルス感染症対策事業」のほか、「体育館等建設事業」、「交流センター整備

事業」および「浸水対策事業」など、各施策実施に係る経費を計上するものでございます。特

別会計では、各会計の設置目的に沿った事務事業を実施するため、１０の会計で５４０億１１

３３万１千円を計上いたしております。企業会計では、上下水道の維持管理・建設改良事業、

市立病院の運営事業に係る経費等、４つの会計で９３億６８５万６千円を計上いたしておりま

す。 

４ページをお願いいたします。今回計上いたしております予算の主なものについて、その概

要を費目毎にまとめ、予算書のページを記載いたしております。資料の右側には、令和３年度

と令和２年度の予算額を記載し比較をいたしております。内容の説明は、省略させていただき

ます。４９ページ以降には、歳入歳出などの令和２年度との比較資料、市債および基金の状況

表等を添付いたしております。以上で、予算関連議案の説明を終わります。 

次に、予算関係以外の議案について、説明いたします。「議案概要」で、説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「議案第２０号 飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正す

る条例」につきましては、鯰田交流センターの移転に伴い、鯰田出張所の位置を変更するもの

でございます。 

「議案第２１号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、飯塚市学校跡地・跡施設の売却にあたり、事業者選定委員会を設置し、公募型プロポーザ

ル方式により事業者について審議及び審査をさせるものでございます。 

「議案第２２号 飯塚市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、

地方自治法第１６１条第２項の規定に基づき、定めている副市長の定数を「１人」から「２人

以内」に改めるものでございます。 

「議案第２３号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、

人事院勧告に伴い、国家公務員の給与改定が行われたので、これを参考にして、職員の期末手

当の支給率を改定するものでございます。 

「議案第２４号 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事

する飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例」につきましては、新型コロナウイルス感染症の

患者等への対応作業に従事した職員に対し支給する特殊勤務手当に関する規定を整備するもの

でございます。 

「議案第２５号 飯塚市企業版ふるさと応援基金条例」につきましては、企業からのふるさ

と応援寄付金について、寄附企業の思いを反映した「まち・ひと・しごと創生事業」に活用し、

魅力あるまちづくりを推進することを目的として、新たな基金を設置するものでございます。 

２ページをお願いいたします。「議案第２６号 飯塚市手話言語条例」につきましては、手話

に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業

者の役割を明らかにし、手話に関する施策を推進するため、必要な事項を定めるものでござい

ます。 

「議案第２７号 飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、条例の中で引用している法の条項が削除さ
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れたため、新型コロナウイルス感染症の定義について規定するものでございます。 

「議案第２８号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」につきましては、第８期飯塚

市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に伴い、令和３年度から３年間の第１号被

保険者の介護保険料を定めるものでございます。 

「議案第２９号 飯塚市介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例」につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令の公布に伴い、人権の擁護等の規定の整備、また、関係条例を

整理、統合するものでございます。 

「議案第３０号 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例」につきましては、地方卸

売市場の移転に伴い、施設の位置を変更するとともに、使用料の額等を規定するものでござい

ます。 

議案第３１号の「市道路線の認定」につきましては、寄付採納に伴い１路線を認定するもの

でございます。 

議案第３２号から次のページの議案第４５号までの１４件の人事議案につきましては、任期

満了に伴います「公平委員会委員」１名、「教育委員会委員」１名、及び「固定資産評価審査委

員会委員」９名の任命について議会の同意を、また、「人権擁護委員」３名の推薦について議会

の意見を求めるもので、本会議最終日に提案させていただきたいと考えております。 

報告第２号及び第３号の２件の報告でございますが、「市営住宅使用料等請求事件に係る支払

督促申立てに対する異議申立て」の専決処分、令和元年度の「児童虐待に関する状況の報告」

につきまして、本会議最終日に報告させていただきたいと考えております。 

以上、簡単ですが議案の説明を終わります。 

○総務部長 

 ただいま、説明させていただきました「令和３年第２回市議会定例会」に提案いたします議

案に加え、今後、定例会初日に議案として、追加提出をさせていただく予定の議案がございま

すので、説明させていただきます。 

まず、飯塚市新体育館等建設工事と、それに付随いたします電気設備工事、空調設備工事、

給排水衛生設備工事の「杭是正工事に伴う事業費の変更及び工期の延長」による変更契約につ

きましては、近日中に仮契約を締結する予定としており、早期に工事に着手する必要があるこ

とから、定例会初日に議案として追加提出し、ご審議をお願いしたいと考えております。 

次に、訴訟の関係で、「鹿毛馬市有土地に対する「入会権確認等請求事件」」の判決が、３月

３日に予定されており、控訴期限が判決書の送達を受けた日から２週間以内となることから、

判決の結果によっては訴えの提起の議案を急遽、提出させていただく可能性もございますので、

その際には、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、定例会初日に追加提出をさせていただく予定の議案につきましては、できるだけ早期

の議決をお願いしたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

次に、議案の付託委員会について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

議案の付託委員会について説明いたします。 
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「令和３年第２回市議会定例会 議案一覧表」をご覧ください。議案第４号は経済建設委員

会に、５号は後ほどご審議いただきます予算特別委員会に、６号は協働環境委員会に、７号は

福祉文教委員会に、８号は協働環境委員会に、９号から１３号までの５件は経済建設委員会に、

１４号は協働環境委員会に、１５号は福祉文教委員会に、１６号から１９号までの４件は経済

建設委員会に、２０号は協働環境委員会に、２１号から２５号までの５件は総務委員会に、２

６号は福祉文教委員会に、２７号は協働環境委員会に、２８号及び２９号は福祉文教委員会に、

３０号及び３１号は経済建設委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えております。 

次に、人事議案であります議案第３２号から４５号までの１４件は、最終日に上程し、提案

理由説明の後、委員会付託省略をはかっていただき、質疑、討論、採決としていただいてはと

考えております。 

最後に、報告事項２件につきましては、最終日に報告、質疑としていただいてはと考えてお

ります。また、これにあわせる形で議案付託一覧表（案）も作成いたしております。 

 なお、ただいま執行部から説明のありました追加提出の議案につきましては、３月４日の本

会議初日の開会前に開催いたします議会運営委員会で、ご協議いただければと考えております。 

 ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案の付託委員会については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、会期及び会議予定について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 会期及び会議予定について、ご説明いたします。 

 「令和３年第２回 飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧ください。会期につきましては、

３月４日から３月２６日までの２３日間を考えております。 

次に、会議予定でございますが、本会議、委員会ともにそれぞれ会期日程（案）に記載のと

おりと考えております。なお、２委員会の同時開催時は、三密を避けるため、これまでと同様

に、議場と委員会室を使用して開催し、引き続き、発言時のマスク着用、会議中のペットボト

ルの持ち込み等、感染防止策を実施していくこととしております。また、初日の８番目の「議

案に対する質疑、委員会付託」につきましては、後ほどご審議いただくこととしております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。会期及び会議予定については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、特別委員会の設置について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 
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 「議案第５号 令和３年度飯塚市一般会計予算」につきましては、申し合わせにより特別委

員会を設置して付託することとされておりますので、これに従い、特別委員会を設置しまして、

審査日程につきましては、今定例会中の３月２２日から２４日までの３日間としていただいて

はと考えております。なお、案件に記載しておりますとおり、特別委員会の名称は「令和３年

度一般会計予算特別委員会」、委員定数は「１１人」としていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第５号 令和３年度飯塚市一般会計予算」について、事務局説明の

とおり、特別委員会を設置し、審査することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、特別委員会の名称は、「令和３年度一般会計予算特別委員会」とし、委員定数は１１人

とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、委員の人員割り振り等について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

委員の人員割りにつきましては、「令和３年度一般会計予算特別委員会人員割表」をご覧くだ

さい。委員定数は先ほど申しました１１人ということでございます。各会派の人員から２．５

名につき１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。正副議長及び監査委員につ

きましては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなりません。不足する委員数につき

ましては、白抜きの三角印で示しております端数がある各会派間等で協議のうえ、５名を選出

していただきたいと考えております。 

なお、各会派間等で調整に至らない場合は、正副議長において、選出委員を調整するように

いたしております。選出委員の届け出期限につきましては、３月２日、火曜日、午後５時まで

としていただき、特別委員会の設置につきましては３月４日、木曜日、定例会初日の本会議に

おきまして、議案の質疑、委員会付託に際して、議長発議により設置していただいてはと考え

ております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。委員の人員割り振りについては、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、人選の届け出期限は、３月２日、火曜日、午後５時までとし、特別委員会の設置時期

については、３月４日、木曜日、本会議初日での議案の委員会付託のときとすることに、ご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 
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ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日につい

て、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 案件に記載いたしておりますとおり、一般質問、代表質問の通告締め切りにつきましては、

明日、２月２６日、金曜日の午後５時までとなっておりますのでよろしくお願いします。なお、

代表質問における質問時間につきましては、申し合わせにより会派の構成人数に１５分を乗じ

て得られた時間以内となっておりますので、留意されますようお願いします。 

次に、議案に対する質疑通告及び意見書案、請願につきましては、３月５日、金曜日、午後

５時までに提出していただきますようお願いいたします。なお、「議案第５号 令和３年度飯塚

市一般会計予算」に対する質疑通告につきましては、日程の関係上、行いませんので、ご了承

願います。以上です。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出

締切日については、事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「陳情の取り扱いについて」事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 提出されております陳情が１件ございます。「陳情第９号 保育士の全面パート化につながる

短時間勤務保育士の活用促進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な

措置を求める意見書の提出を求める陳情」につきましては、そのデータをサイドブックスの本

定例会のフォルダに掲載いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「陳情の取り扱いについて」は、事務局説明のとおりとすることに、ご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

最後に、次回の委員会は３月４日、木曜日の定例会初日、本会議開会前、午前９時から開催

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

本日の審査は、すべて終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 


